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国�
へ�

３
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で
、
全
国
一
斉
に
「
春
の
火
災
予
防

運
動
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
こ
の
時
季
に
な
る
と
空
気
が
乾
燥

し
、
火
災
が
発
生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
市
消
防
局
は
、
様
々

な
施
設
や
車
両
の
査
察
、
住
宅
防
災
診
断
、
消
防
訓
練
、
消
防

教
室
の
実
施
な
ど
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
も

防
火
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。
問
合
せ
は
消
防
局
予
防
課
か
各
消

防
署
へ
!
左
表
参
照
。

住
宅
火
災
か
ら

命
を
守
る
ポ
イ
ン
ト

日
ご
ろ
の
ち
ょ
っ
と
し
た
心

が
け
で
大
切
な
家
庭
を
守
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
次
の
こ
と
に

注
意
し
ま
し
ょ
う
。

寝
た
ば
こ
は
絶
対
に
し
な
い

▽
ガ
ス
こ
ん
ろ
を
使
用
し
て
い

る
と
き
は
、
そ
の
場
を
離
れ
な

い
。
離
れ
る
と
き
は
、
必
ず
火

を
消
す
▽
火
災
を
早
く
知
る
た

め
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設

置
す
る
▽
寝
具
や
衣
類
へ
の

着
火
を
防
ぐ
た
め
、
防
炎
製
品

を
使
用
す
る
▽
火
災
を
小
さ
い

う
ち
に
消
す
た
め
、
住
宅
用
消

火
器
を
備
え
る
▽
お
年
寄
り
や

身
体
の
不
自
由
な
人
を
守
る
た

め
、
隣
近
所
と
の
協
力
体
制
を

つ
く
る

放
火
さ
れ
な
い

環
境
づ
く
り
を

放
火
（
疑
い
を
含
む
）
は
、

過
去
１６
年
連
続
し
て
出
火
原
因

の
第
１
位
で
す
。
過
去
１０
年
平

均
で
、
市
内
で
の
火
災
件
数
の

約
３０
％
を
占
め
る
高
い
割
合
に

な
っ
て
い
ま
す
。

火
気
管
理
に
気
を
配
っ
て

も
、
放
火
さ
れ
て
は
元
も
子
も

あ
り
ま
せ
ん
。
家
の
周
り
が
放

火
さ
れ
や
す
い
環
境
に
な
っ
て

い
な
い
か
、
一
度
チ
ェ
ッ
ク
し

て
み
ま
し
ょ
う
。

家
の
周
り
に
ダ
ン
ボ
ー
ル
な

ど
の
可
燃
物
を
置
か
な
い
▽
家

の
周
り
を
外
灯
な
ど
で
明
る
く

す
る
▽
ご
み
は
収
集
日
の
朝
に

出
す
▽
共
同
住
宅
の
廊
下
や
階

段
に
、
古
新
聞
や
雑
誌
を
束
ね

て
置
か
な
い
▽
郵
便
受
け
に
新

聞
や
チ
ラ
シ
を
た
め
な
い
▽
空

き
家
や
物
置
な
ど
は
、
外
部
か

ら
容
易
に
侵
入
で
き
な
い
よ
う

に
す
る
▽
単
車
や
自
動
車
の
ボ

デ
ィ
カ
バ
ー
は
防
炎
製
品
を
使

用
す
る
▽
隣
近
所
と
連
携
し
、

地
域
ぐ
る
み
で
防
止
を
図
る

な
お
、
平
成
１３
年
中
の
放
火

（
２９
件
）
の
傾
向
は
次
の
と
お

り
で
す
。

月
別
…
４
月
、
１０
月
、
１１
月

が
各
５
件
▽
曜
日
別
…
火
曜
日

７
件
。
月
曜
日
６
件
。
日
曜
・

祝
日
５
件
▽
時
間
別
…
午
前
６

時
〜
７
時
、
午
後
５
時
〜
６
時

が
各
４
件
。
午
前
１０
時
〜
１１
時

が
３
件
▽
着
火
物
…
座
席
シ
ー

ト
５
件
。
油
類
と
繊
維
類
が
３

件
。
紙
製
品
、
紙
く
ず
、
ご
み

類
、
自
動
車
ボ
デ
ィ
が
各
２
件

▽
火
災
種
別
…
建
物
１１
件
。
車

両
１０
件
。
そ
の
他
火
災
８
件

火
の
取
扱
い
は

山
で
も
注
意
し
て

火
を
消
し
て

森
を
消
さ
な

い

心
が
け
―
３
月
１
日
か
ら

５
月
３１
日
ま
で
、
「
山
火
事
予

防
運
動
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

こ
の
季
節
、
野
山
へ
行
楽
や
ハ

イ
キ
ン
グ
に
出
か
け
る
機
会

が
多
く
な
り
ま
す
。
貴
重
な
自

然
・
緑
を
守
る
た
め
、
く
れ
ぐ

れ
も
火
の
取
扱
い
に
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

枯
れ
草
な
ど
の
あ
る
場
所
で

は
、
た
き
火
を
し
な
い
▽
た
き

火
の
場
所
を
離
れ
る
と
き
は
、

完
全
に
消
す
▽
強
風
時
や
乾
燥

時
に
は
、
た
き
火
な
ど
を
し
な

い
▽
た
ば
こ
の
吸
い
殻
は
必
ず

消
し
、
投
げ
捨
て
な
い
▽
火
遊

び
を
し
な
い
▽
火
災
と
ま
ぎ
ら

わ
し
い
煙
な
ど
が
出
る
と
き

は
、
消
防
署
へ
届
け
る

※
平
成
１３
年
中
の
林
野
火
災

は
、
２
件
（
前
年
と
同
件
数
）

発
生
し
、
焼
損
面
積
は
６
㌃
で

し
た
。
出
火
原
因
は「
た
ば
こ
」

と
「
火
遊
び
」

!
消
防
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

《
０
７
９
８
・
２
２
・
９
９
９

９（
ツ
ー
ツ
ー
シ
キ
ュ
ウ
）》

３
月
１
日
〜
１５
日
…
山
火
事
の

防
止
、
１６
日
〜
３０
日
…
天
ぷ
ら

油
火
災
。
平
日
の
午
前
８
時
〜

午
後
５
時（
土
曜
は
午
前
１１
時
）

▽
病
院
情
報
…
平
日
の
午
後
５

時
（
土
曜
は
午
前
１１
時
）
〜
翌

朝
８
時
と
日
曜
・
祝
日
の
２４
時

間

★
消
防
統
計
（
平
成
１４
年

１
月
中
）

火
災
９
件
▽
救
急

１
２
５
３
件
▽
救
助
１４
件

消防局
消防署 電話番号一覧

西 宮 市 消 防 局 !０７９８・２６・０１１９
西 宮 消 防 署 !０７９８・２３・０１１９
西宮消防署北夙川分署 !０７９８・７４・０１１９
西宮消防署西宮浜出張所 !０７９８・２２・０１１９
鳴 尾 消 防 署 !０７９８・４９・０１１９
瓦 木 消 防 署 !０７９８・６３・０１１９
瓦木消防署甲東分署 !０７９８・５４・０１１９
北 消 防 署 !０７９７・６１・０１１９
北消防署山口分署 !０７８・９０４・０１１９ 春春

のの
火火
災災
予予
防防
運運
動動

社
会
保
険
庁
に
よ
る
国
民
年
金
事
務
の
見
直
し
が
行
わ

れ
、
こ
れ
ま
で
市
が
取
り
扱
っ
て
い
た
事
務
の
一
部
が
、

４
月
か
ら
国
へ
移
管
さ
れ
ま
す
（
西
宮
市
の
管
轄
は
西
宮

社
会
保
険
事
務
所
!
左
上
図
参
照
）。
ま
た
、新
し
く
始
ま

る
制
度
や
対
象
者
が
広
が
る
制
度
も
あ
り
ま
す
。
市
は
、

限
ら
れ
た
事
務
だ
け
を
取
り
扱
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
市
年
金
課
（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
１
２
３
、

３
５
・
３
１
２
４
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

《
国
民
年
金
の
相
談
窓
口
が

変
わ
り
ま
す
》

こ
れ
ま
で
市
が
国
民
年
金
に

関
す
る
一
般
的
な
相
談
を
受
け

付
け
て
い
ま
し
た
が
、
４
月
か

ら
、
年
金
に
関
す
る
相
談
は
西

宮
社
会
保
険
事
務
所
が
受
け
付

け
ま
す
（
第
１
号
被
保
険
者
期

間
の
み
を
有
す
る
人
は
、
現
行

ど
お
り
市
が
受
け
付
け
ま
す
）。

《
保
険
料
の
納
付
方
法
が
変

わ
り
ま
す
》

保
険
料
の
納
付
先
が
、
市
か

ら
国
に
な
り
ま
す
。
４
月
分
か

ら
、
国
へ
直
接
納
め
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
市
が

送
付
し
て
い
た
納
付
書
は
、
国

（
社
会
保
険
庁
）
か
ら
送
付
さ

れ
ま
す
。

※
平
成
１３
年
度
分
（
１３
年
４

月
分
〜
１４
年
３
月
分
）
の
納
付

書
に
つ
い
て
は
、
４
月
３０
日
ま

で
、市
が
取
り
扱
い
ま
す
の
で
、

期
限
ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い

ま
た
、
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
が
で
き
る
金
融
機
関
が
拡
大

し
ま
す
。
４
月
か
ら
、
全
国
の

銀
行
、
郵
便
局
、
信
用
金
庫
、

信
用
組
合
、
農
業
協
同
組
合
、

漁
業
協
同
組
合
、
労
働
金
庫
で

納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
口
座
振
替
に
つ
い
て
、
４

月
以
降
も
同
じ
口
座
か
ら
行
う

場
合
、
①
郵
便
局
を
利
用
し
て

い
る
人
は
、
郵
便
局
か
社
会
保

険
事
務
所
で
切
り
替
え
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。
②
郵
便
局

以
外
の
金
融
機
関
を
利
用
し
て

い
る
人
は
、
新
た
な
手
続
き
は

不
要
で
す

《
第
３
号
被
保
険
者
の
届
け

出
窓
口
が
変
わ
り
ま
す
》

第
３
号
被
保
険
者
（
厚
生
年

金
・
共
済
組
合
加
入
者
に
扶
養

さ
れ
て
い
る
妻
や
夫
）
に
関
す

る
届
け
出
は
、
第
３
号
被
保
険

者
本
人
が
市
へ
行
っ
て
い
ま
し

た
が
、
４
月
か
ら
、
配
偶
者
の

勤
務
先
を
経
由
し
て
、
社
会
保

険
事
務
所
へ
届
け
出
を
行
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

《
第
３
号
被
保
険
者
期
間
の

あ
る
人
の
老
齢
基
礎
年
金
の
請

求
窓
口
が
変
わ
り
ま
す
》

老
齢
基
礎
年
金
に
つ
い
て
、

第
３
号
被
保
険
者
期
間
の
あ
る

人
は
、
４
月
か
ら
、
西
宮
社
会

保
険
事
務
所
へ
請
求
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
な
お
、
第
１
号

被
保
険
者
期
間
の
み
の
人
は
、

現
行
ど
お
り
市
が
請
求
の
受
付

を
行
い
ま
す
。

《
保
険
料
の
「
半
額
免
除
制

度
」
が
始
ま
り
ま
す
》

被
保
険
者
の
負
担
能
力
へ
の

配
慮
を
き
め
細
か
く
行
い
、
被

保
険
者
世
帯
の
前
年
所
得
に

よ
っ
て
は
、
保
険
料
の
全
額
を

納
め
る
の
で
は
な
く
、
半
額
だ

け
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
る

「
半
額
免
除
制
度
」
が
４
月
か

ら
始
ま
り
ま
す
。
免
除
基
準
は

「
全
額
免
除
制
度
」
よ
り
緩
や

か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

《
学
生
納
付
特
例
制
度
の
対

象
が
広
が
り
ま
す
》

学
生
納
付
特
例
制
度
に
つ
い

て
は
、
大
学
・
大
学
院
・
短
大
・

専
門
学
校
な
ど
に
通
う
昼
間
部

の
学
生
に
加
え
、
４
月
か
ら
、

定
時
制
・
通
信
制
課
程
の
学
生

も
対
象
に
な
り
ま
す
。

※
市
が
行
っ
て
き
た
個
別
訪

問
な
ど
に
よ
る
無
年
金
者
対
策

は
、３
月
で
終
了
し
ま
す
。受
給

資
格
の
相
談
は
、
西
宮
社
会
保

険
事
務
所
が
窓
口
に
な
り
ま
す

消
防
局
は
、
よ
り
多
く
の

皆
さ
ん
に
心
肺
そ
生
法
を
覚

え
て
も
ら
お
う
と
、「
救
急
講

習
会
」を
開
催
し
て
い
ま
す
。

４
月
か
ら
、
従
来
の
複
雑

な
方
法
を
必
要
な
ス
テ
ッ
プ

だ
け
に
減
ら
し
、
国
際
的
な

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
た
全

国
統
一
の
新
し
い
講
習
内
容

に
変
わ
り
ま
す
。
ど
し
ど
し

ご
参
加
く
だ
さ
い
。
参
加
費

は
無
料
で
す
。

問
合
せ
・
申
込
は
消
防
局

救
急
課
（
０
７
９
８
・
３
２

・
７
３
１
８
）
へ
。

!
救
急
講
習
会
の
開
催
!

６
面
別
掲

年
金
課
は
国
民
年
金
事
務
以

外
に
、
児
童
手
当
や
市
民
福
祉

金
な
ど
に
関
す
る
事
務
も
行
っ

て
い
ま
す
。
所
得
制
限
な
ど
に

よ
り
受
給
で
き
な
い
場
合
も

あ
り
ま
す
が
、
該
当
す
る
と
思

わ
れ
る
人
は
年
金
課
（
０
７
９

８
・
３
５
・
３
１
８
９
）
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

健
全
な
成
長
を
願
い

児
童
手
当
な
ど

子
供
の
健
全
な
成
長
を
願
っ

て
児
童
手
当
な
ど
を
支
給
し
て

い
ま
す
。
所
得
制
限
な
ど
が
あ

り
ま
す
。

【
児
童
手
当
】
対
象
は
義
務

教
育
就
学
前
の
児
童
を
養
育
し

て
い
る
人
。
支
給
期
間
は
６
歳

到
達
後
最
初
の
年
度
末
ま
で

【
児
童
扶
養
手
当
】対
象
は
、

父
と
の
死
別
や
父
母
の
離
婚
な

ど
で
父
と
生
計
を
と
も
に
で
き

な
い
か
重
度
障
害
な
ど
の
父
を

持
つ
児
童
の
、
母
か
養
育
者
。

支
給
期
間
は
１８
歳
到
達
後
最
初

の
年
度
末
ま
で

【
特
別
児
童
扶
養
手
当
】
対

象
は
障
害
程
度
が
中
度
以
上
の

２０
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
す
る

人
障
害
者
や
遺
児
に

市
民
福
祉
金

市
独
自
の
制
度
と
し
て
、
市

内
に
引
き
続
き
１
年
以
上
住
ん

で
い
る
障
害
者
や
遺
児
に
市
民

福
祉
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

本
人
・
配
偶
者
・
扶
養
義
務
者

に
つ
い
て
所
得
制
限
が
あ
り
ま

す
。【

障
害
福
祉
金
】
対
象
は
身

体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、

軽
度
以
上
の
判
定
書
ま
た
は
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
交

付
さ
れ
て
い
る
人

※
す
で
に
手
帳
な
ど
を
交
付

さ
れ
て
い
て
申
請
が
ま
だ
の
人

は
、
お
早
め
に
申
請
を

【
遺
児
福
祉
金
】
対
象
は
１８

歳
未
満
の
児
童
（
高
校
な
ど
に

在
学
中
の
と
き
は
２０
歳
未
満
）

で
、
両
親
ま
た
は
父
か
母
が
い

な
い
状
態
か
、
父
ま
た
は
母
が

重
度
障
害
の
人

外
国
人
等
高
齢
者
・

重
度
障
害
者
に

特
別
給
付
金

国
民
年
金
の
制
度
的
な
理
由

に
よ
り
老
齢
基
礎
年
金
や
障
害

基
礎
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
外
国
人
な
ど
の
高
齢
者

や
重
度
障
害
者
に
、
市
独
自
の

制
度
と
し
て
「
外
国
人
等
高
齢

者
・
重
度
障
害
者
特
別
給
付
金
」

を
支
給
し
て
い
ま
す
。

宝
く
じ
助
成
事
業

心
肺
そ
生
訓
練
人
形

１
体
の
寄
贈
受
け
る

消
防
局
は
こ
の
ほ
ど
、
宝

く
じ
助
成
事
業
に
よ
り
、
日

本
消
防
協
会
か
ら
「
心
肺
そ

生
訓
練
人
形
」
１
体
の
寄
贈

を
受
け
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
地
域
に
お
け
る

自
主
救
護
体
制
の
強
化
を
目

ざ
し
、
婦
人
防
火
ク
ラ
ブ
員

に
対
す
る
心
肺
そ
生
法
を
中

心
と
し
た
講
習
会
を
推
進
し

て
き
ま
し
た
が
、
一
層
の
充

実
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。
問

合
せ
は
前
記
救
急
課
へ
。

４
月
以
降
も
市
が

取
り
扱
う
事
務

次
の
届
け
出
や
請
求
な
ど

は
、
４
月
以
降
も
市
が
受
け
付

け
ま
す
。
手
続
き
方
法
に
つ
い

て
は
、
事
前
に
市
年
金
課
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

○
第
１
号
被
保
険
者
資
格
取

得
届○

第
１
号
被
保
険
者
の
転
入

届
○
保
険
料
の
免
除
申
請
（
学

生
納
付
特
例
を
含
む
）

○
任
意
加
入
の
手
続
き

○
老
齢
基
礎
年
金
の
請
求

（
第
１
号
被
保
険
者
期
間
の
み

を
有
す
る
人
）

○
障
害
基
礎
年
金
の
請
求

（
２０
歳
前
の
障
害
ま
た
は
第
１

号
被
保
険
者
期
間
に
初
診
日
が

あ
る
人
）

○
遺
族
基
礎
年
金
・
寡
婦
年

金
・
死
亡
一
時
金
の
請
求

○
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基

礎
年
金
・
寡
婦
年
金
の
み
、
ま

た
は
老
齢
福
祉
年
金
を
受
け
て

い
る
人
の
死
亡
時
の
届
け
出

「
防
災
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
週

間
」（
１
月
１５
日
〜
２１
日
）
に
合

わ
せ
て
、
市
内
４２
地
区
の
自
主

防
災
会
が
地
域
ご
と
に
防
災
訓

練
を
行
い
、
約
６
０
０
０
人
の

皆
さ
ん
が
参
加
し
ま
し
た
。
こ

の
う
ち
、
鳴
尾
校
区
八
町
会
防

災
会
と
山
口
町
中
野
地
区
防
災

会
は
、
発
災
対
応
型
防
災
訓
練

を
行
い
、
こ
れ
ま
で
の
訓
練
成

果
を
発
揮
し
ま
し
た
!
写
真
上
。

こ
の
訓
練
は
、
災
害
時
の
不

測
の
事
態
を
想
定
し
て
行
い
ま

す
。
①
断
水
の
た
め
、
浴
槽
の

た
め
水
を
入
れ
た
バ
ケ
ツ
や
消

火
器
で
消
火
す
る
、
②
負
傷
者

が
い
れ
ば
、
タ
オ
ル
や
バ
ン
ダ

ナ
な
ど
で
応
急
手
当
を
す
る
、

③
動
け
な
い
負
傷
者
の
場
合
、

毛
布
と
物
干
し
竿
を
使
っ
た

担
架
や
車
い
す
で
搬
送
す
る
な

ど
、
各
家
庭
や
地
域
に
あ
る
資

機
材
を
利
用
し
、
臨
機
応
変
に

対
応
す
る
も
の
で
す
。
災
害
は

思
わ
ぬ
と
き
に
起
こ
り
ま
す
。

日
ご
ろ
か
ら
自
分
た
ち
で
考
え

な
が
ら
対
応
す
る
こ
と
に
よ
り
、

防
災
行
動
力
を
高
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
参
加
者
も
「
実
際

の
災
害
に
近
い
形
で
現
実
感
の

あ
る
訓
練
が
で
き
、
今
後
も
実

施
し
た
い
」
と
話
し
て
い
ま
し

た
。
皆
さ
ん
の
自
主
防
災
会
で

も
実
施
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
は
消
防
局
消
防
課

（
０
７
９
８
・
３
２
・
７
３
３

０
）
へ
。

消
火
器
の
訪
問
点
検

悪
質
業
者
に
注
意
を

最
近
阪
神
間
の
事
業
所
で
、

消
火
器
に
関
す
る
不
適
正
な
点

検
や
高
額
請
求
の
被
害
が
多
発

し
て
い
ま
す
。
点
検
を
承
諾
す

る
前
に
、
必
ず
契
約
業
者
で
あ

る
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
す
べ

て
の
従
業
員
、
特
に
受
付
の
人

な
ど
に
周
知
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
は
消
防
局
予
防
課

（
０
７
９
８
・
３
２
・
７
３
１

３
）
へ
。

★
ト
ラ
ブ
ル
防
止
の
ポ
イ
ン

ト

契
約
業
者
で
あ
る
と
巧
妙

に
装
う
の
で
、
身
分
証
明
書
な

ど
の
提
示
を
求
め
る
↓
契
約
業

者
で
な
い
場
合
、
は
っ
き
り
と

点
検
を
拒
否
す
る
↓
契
約
書
に

押
印
や
サ
イ
ン
を
し
な
い

消
火
器
の
廃
棄
は

正
し
い
方
法
で

消
火
器
の
廃
棄
は
、
次
の
方

法
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
問
合

せ
は
前
記
予
防
課
へ
。

家
庭
ご
み
と
同
じ
よ
う
に
捨

て
た
り
、
放
置
し
た
り
し
な
い

▽
絶
対
に
分
解
し
た
り
、
放
射

し
た
り
し
な
い
▽
購
入
店
か
消

火
器
専
門
業
者
（
販
売
店
）
に

相
談
・
依
頼
を
（
処
理
費
用
が

か
か
り
ま
す
の
で
有
料
に
な
り

ま
す
）

国 民 年 金

平成１４年（２００２年）２月２５日 （４）

４月から変わります

新
し
く
始
ま
る
制
度
や
対
象
者
が
広
が
る
制
度
も

西宮社会保険事務所の位置図
（津門大箇町６－８"０７９８・３３・１２８５）

様々な手当や給付
ご存じですか？

（５） 平成１４年（２００２年）２月２５日

３
月
１
日

〜
７
日

発
災
対
応
型
防
災
訓
練

皆
さ
ん
の
自
主
防
災
会
で
も

心
肺
そ
生
法
を
単
純
化

救
急
講
習
会
で
学
ぼ
う


